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別府市ファミリー・サポート・センター

別府市荘園6組－5 TEL 27-1189 FAX 27-5556

メールアドレス berune@city.beppu.lg.jp

開館時間 9:00～17:30

休館日 月曜日（祝日の場合は変更となります）

みて！みて！ ホームページ

「別府市ファミリー・サポート・センター」とインターネット検索

すると、ファミリー・サポート・センターの登録方法や活動の内容、

最新の情報など確認できますよ。

これまでに発行した情報紙もホームページでご覧

いただけます❣

Q．バスや車などでお迎えに行ってもらう時は交通費がかかりますか？

A．バスやタクシーなどの公共交通機関を利用する場合は、その実費を支払っていただきます。

まかせて会員の自家用車を使用した送迎の場合は、送迎時の交通費として、10㎞まで

100円を負担していただきます。（その後は10㎞を超えるごとに100円追加）

※おねがい会員は「自家用車を使用した送迎の同意書」の提出が必要です。

Q．万一、援助活動中に事故に遭ったり、ケガをしたりした時に補償はありますか？

A．これまでも別府市が保険料を負担し、「依頼子ども傷害保険」「サービス提供会員傷害保険」

「賠償責任保険」に加入していましたが、R4.4.1から「移動サービス専用自動車保険」にも

加入しました。保険の内容については、裏面に載せています。
《 安心・安全な援助活動の為に、ご協力をお願いします 》

新型コロナウイルス感染症が未だ収束しない状況の中、安心・安全

を最優先し、「おねがい会員・お子さん」「まかせて会員」双方と

もに、家族を含め皆さんが健康な状態で援助活動を行っていただき

ますようお願いします。前日、当日の検温を忘れずに！

少しでも体調がすぐれない時は無理をしないようにしましょう！！

いつもファミリーサポートセンターへのご支援ありがとうござ

います。今年度も会員同士で楽しく交流できるような企画を準備

していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

別府市西部子育て支援センター

センター長 阿部 順子

子育て中の保護者の方へ

🌸「おねがい会員」の登録はお早めに‼
依頼内容によっては、援助して下さる「まかせて会員」が、すぐに

見つからない場合もあります。

余裕をもって登録しておくことをお勧めします。

🌸「両会員」になりませんか？

援助を受けたい時は「おねがい会員」としてサポートしてもらい、

時間に余裕がある時には「まかせて会員」として同じ子育て中の

方のサポートをしていただけませんか！

おねがい会員の皆様へ

子育て家庭の支援をしてくださる

まかせて会員さん募集中❣❣
登録方法や、活動までの流れ等は、裏面をご覧

ください。また、ご不明な点は、ファミリー・

サポート・センターまでお問い合わせください。



　　　　　　会員募集中

登録して、事前打ち合わせを

しておけば、突発的な出来事

が生じた時、安心して利用が

できます。

子育ての手助け、何か手伝いを

と、思っている方へ

ファミサポが主催する講習会を

受講すると会員になれます。

★保育施設・小学校・学童クラブの送迎

★子どもの習い事の送迎

★保育施設等の開始前や終了後の預かり

★保護者の外出やリフレッシュ時の預かり

★保育施設・学校の休みの時の預かり

★行事参加の為の預かり

など

お 知 ら せ ！

上記の①、②、③のすべての講義を受講することで

会員登録ができます。

①、②、③の都合の良い日を選んで受講して下さい。

※なお、養成講習会受講には、事前に「事業説明

会」に参加していただく必要があります。

詳細は別府市ファミリー・サポート・センターへ

お問い合わせください。

※ 利用料

月～金曜日の7:00～19:00 1時間 ¥600

上記以外の時間と土・日・祝日1時間 ¥700

・会員になる人の顔写真２枚持参

・本人確認できるもの持参

・援助の内容申し込み

※登録料 無料

※補償保険加入（加入料 別府市負担）

★援助開始

登録には、

顔写真（2.4×3㎝を2枚）と

本人確認できるものが必要です。

※登録時には事業の説明と申込書記入の

為に1時間程度かかりますので、時間に

余裕を持ってお越しください。

お子さんと一緒に

別府市では,“おねがい会員”（援助してほしい人）“まかせて

会員”（援助したい人）が、それぞれ会員登録し、相互援助活動

により、有料で子育てのサポートを行う事業を実施しています。

別府市に転入してきて「子育て」で困ったことはありませんか？

急に用事ができた時に、子どもさんを連れて行けない

と困ったことはありませんか？そんな時に“まかせて会員”が

決まっていれば、力強い味方になってくれます。

“まかせて会員”さんと事前打ち合わせをしておけば、必要な

時に援助が可能になります。

ファミリー・サポート・センターのシステムを利用しませんか？

補償保険制度について

万一の事故に備えて、会員は「サービス提供会員傷害

保険」「賠償責任保険」「依頼子供傷害保険」「移動

サービス専用自動車保険」に加入します。

補償保険の保険料については別府市が負担します。

１．サービス提供会員傷害保険

まかせて会員が保育を提供する為に自宅と保育園や

子ども宅に往復途上事故により傷害を被った時の補償

２．賠償責任保険

まかせて会員が、保育サービス提供中法律上の賠償責任

が生じた場合の賠償金等を負担するもの

３．依頼子供傷害保険

おねがい会員の子どもが、保育サービスを受けている間

に傷害を被った場合の補償

４．移動サービス専用自動車保険

まかせて会員が自家用車を使用して送迎等を行っている

間の事故に対する補償

★ファミサポ・センターへ問い合わせ ★ファミサポ・センターへ問い合わせ

★受講後、まかせて会員として登録

・本人の顔写真２枚持参

※登録料 無料

※補償保険加入（加入料別府市負担）

★アドバイザーからの依頼を待つ

★事前打ち合わせ（アドバイザー同席）

・おねがい会員（依頼会員）

・おねがい会員親子との顔合わせ

・細かな援助の打ち合わせ

（1時間程度）

・おねがい会員からの依頼を援助

・援助終了後、当日利用料を頂く

（援助活動報告書記載）

★援助活動報告書をファミリー・サポート・

センターへ提出

★おねがい会員として登録申し込み

★事前打ち合わせ（アドバイザー同席）

★ 援助利用

・まかせて会員（提供会員）紹介

・親子の紹介

・細かな援助の打ち合わせ（1時間程度）

・直接まかせて会員（提供会員）に依頼する

・援助利用日に、まかせて会員に利用料を支払う

※事前打ちあわせの為の

調整を行います。

令和4年度まかせて会員養成講習会
【日程】

① 5月25日（水）もしくは10月12日（水）

9:30～11:40

② 6月 1日（水）もしくは10月26日（水）

9:30～11:50

③ 6月 8日（水）もしくは11月 2日（水）

13:30～16:30

【講義内容】 及び 【講師】

① 「心の発達とその問題」 大学教授

「乳幼児の食事や食育について」 栄養士

②「子どもの遊びと遊ばせ方」 保育士

「子どもの発達と安全」 保健師

「交通安全講話」 交番所長

③「子どもに起こりやすい事故の予防と手当」

（AEDの取り扱いを含む普通救命講習） 救急救命士

登録は随時受付！

登録会員数 647 名

おねがい会員 480 名

まかせて会員 156 名

両会員 11 名

(令和4年3月末現在）

子どもを預けたい方

（おねがい会員）
子どもを預かる方

（まかせて会員）

★まかせて会員になるための講習会★

会員募集中！

💛ファミサポはこんな利用ができます💛

★事業説明会参加

★まかせて会員養成講習会受講
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